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第１版 ２０２６年４月１日

操作マニュアル

【説明会事前相談】 

本マニュアルでは、関係法令許認可（森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可、砂防三
法の許可）が必要な事業における当該許認可の申請前、又は環境アセスメント対象事業における配慮書作成日前ま
でに開催する再エネ特措法に基づく説明会について、当該説明会の終了後、当該許認可の申請前・配慮書作成日前
までの間、当該説明会について再エネ特措法に基づく要件を満たしていたかどうか、管轄の経済産業局（発電出力が
50kW未満の太陽光発電設備においてはJPEA代行申請センター）に対し、申請に先立ち、事前に相談を行うことが
可能なものについての事前相談の提出方法について説明します。
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下図ⅡまたはⅢにおける時期①の説明会の開催後に、当該説明会について再エネ特措法に基づく要件を満たしていた
かどうかを、当該許認可の申請前・配慮書作成日前までの間において事前相談を行う場合のみ事前相談の提出が可
能です。
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仮登録完了

内容
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事前相談

不備あり

不備通知
受信

申請内容の修正

要件充足
通知受信

仮登録後
～説明会
開催予定
日まで公表

説明会の開催にあたっての仮登録および仮登録後２週間の公表については従来と同様になりますので、
【仮登録】マニュアルP.2～31をご確認の上、仮登録を行います（※１）。
説明会開催後（※２）、２週間の期間を経て（※３）事前相談が行えるようになります。

※１：事前相談を行う予定の場合、事前相談前に登録する説明会情報は時期①のもののみを登録します。
※２：説明会情報を複数登録した場合は、その中で最も開催日が遅いものの日を起点に２週間となります。
※３：参加者が０人の場合は当日終了時間以降より可能となります。

確認
結果

不備なし

要件充足

要件不充足
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時期①の説
明会やり直
し仮登録

時期②以降
の仮登録
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ログイン

「ログイン」をクリックします

ログイン画面へ進みます

再生可能エネルギー電子申請システムにログインを行います。

必ず対象となる仮登録を行っているログインIDでログインをします。
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ログイン

[ログインID](半角英数字)
[パスワード](半角英数字)
を入力します

１

「ログイン」ボタンをクリックします

マイページ画面が表示されます

２
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マイページ

「新規認定申請入力」をクリックします

再生可能エネルギー電子申請システムにログインすると、マイページが表示されます。

メニューから「新規認定申請入力」を選択します。
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仮登録検索

「仮登録済申請の本登録」ボタンをクリックします
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仮登録検索

参照する仮登録情報の検索をします

必要に応じて検索条件を選択・
入力します
※未入力でも検索可能です。その場合
、ログインIDに紐づく仮登録情報が全
て結果に表示されます。
※検索条件を未指定の状態で検索結
果が0件の場合、ログインIDに紐づく仮
登録情報が存在しないので正しいログ
インIDであるかの確認をしてください

「検索」ボタンをクリックします
※該当する仮登録情報が存在する場合、
画面下部に検索結果が表示されます。
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仮登録参照

「参照」ボタンをクリックします
選択した仮登録情報の参照画面が表示さ
れます
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仮登録参照

「事前相談」ボタンをクリックします
※事前相談ボタンは新規認定申請の仮登
録のうち、必要な許認可で①～⑥のいずれ
かを選択している場合のみ表示されます
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事前相談登録

登録画面が表示されますので、必要事項を入力します。入力は以下の順で行います。
①基本情報入力
②発電設備の設置場所（代表地番以外）
③事業実施体制図（入力方法は【事業実施体制図】マニュアルを参照してください。）

④関係法令手続状況報告書（入力方法は【関係法令手続状況報告書】マニュアルを参照してください。）

⑤書類添付

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000BFS44YAH
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事前相談登録

[発電設備の名称]を入力します
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事前相談登録

[屋根設置]を選択した場合

①[既設の建物等]又は[建設中・予定
の建物等]のいずれかを選択してください
②[事業者が所有]又は[事業者以外
が所有]、[事業者が事業者以外と共
有]のいずれかを選択してください
③[建物の種類]を一覧より選択してく
ださい
※[その他]を選択された場合は、概要(
全角文字)を記入してください

[地上設置]を選択した場合

①[野立て][営農型][水上]のいずれかを
選択してください
②[事業者が所有]又は[事業者以外が
所有]、[事業者が事業者以外と共有]の
いずれかを選択してください

[太陽光]の場合のみ
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事前相談登録

[事業実施工程]を入力します

[保守点検責任者]を入力します

[個人]の場合

[法人]の場合
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事前相談登録

１

※

２

[郵便番号]を入力し、
「住所反映」ボタンをクリックしま
す

該当する住所のポップアップ画面が表示さ
れます※郵便番号が分からない方は欄外
のリンクより検索してください

該当の住所の「選択」ボタンをク
リックします

都道府県・市区町村・町名番地の一部が
自動入力されます
※[町名・番地](全角文字)を番地等を含
めた記載へ手入力してください

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
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事前相談登録

説明会概要報告書について入力をしていただきます。
記載する内容については説明会及び事前周知措置実施ガイドラインをご参照ください。

開催場所、開催回、開催日時について
は仮登録の際に登録した内容が表示さ
れます

[参加者]を入力します

[質疑時間]を入力します

[質疑人数]を入力します

[実施方法]を選択します

[実施対象地域]を入力します
※注意事項をよくご確認の上入力してください

[同意事項]についてご確認いた
だき、チェックをします
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

17

事前相談登録

説明会概要報告書について入力をしていただきます。
記載する内容については説明会及び事前周知措置実施ガイドラインをご参照ください。

[質問募集フォーム
（募集期間開始日）]を入力します

[質問募集フォーム
（募集期間終了日）]を入力します

[質問募集フォーム（質問件数）]を
入力します

[質問募集フォーム（回答方法）]を
入力します

[主な質疑事項]を選択します

GビズIDの利用の有無について該当の
選択肢を選択します。
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説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

必要事項をすべて入力後、内容確認に進みます

「内容確認」ボタンをクリックします

内容確認画面で入力内容に問題がなけ
れば「保存して次に進む」ボタンをクリックし
ます

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

代表地番以外の発電設備の設置場所がある場合は入力します。

「一括追加」：入力された件数分、行を追加します
「一括コピー」：入力された件数分、行を複製します
※以下の場合5件追加、コピーします

代表地番は本画面では編集できません
認定申請登録画面で編集してください

「追加」：複数の[設置場所]を登録する際に使用します
「コピー」：作成している情報を複製します
「削除」：対象の情報を削除します
（1件の場合と代表地番は削除できません）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

郵便番号表記のない場所に、発電設備を設置する場合は「000-0000」の郵便番号を選択します

「000」、「0000」を入力し、
「住所反映」ボタンをクリックします１

「0000000」の住所の「選択」ボタンをクリックします

３

「町名・番地」の入力欄に住所を入力します

２

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

1画面に最大200件まで表示・入力が可能です
200件以上を入力する場合は「一時保存(次ページ)」を押下し、次画面で追加してください
※前の200件を表示・編集する場合は「一時保存(前ページ)」で戻ることが可能です

代表地番以外の発電設備の設置場所がある場合は入力します。

入力内容に問題がなければ「保存して次に進む」ボタンをクリックします
◎GビズIDの利用の有無で[GビズIDを利用します]を選択した場合：マニュアルP.22へ進みます

◎GビズIDの利用の有無で[GビズIDを利用しません]を選択した場合：マニュアルP.23へ進みます

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

22

事前相談登録

GビズIDを利用して手続きを行う場合、GビズIDログインをクリックしてGビズID認証を行います。

※当該申請において、すでにGビズID認証を実施した場合（補正内容の修正の際など）は

 再度のGビズID認証は不要なためマニュアルP.23へお進みください。

GビズIDを利用して手続きを進めます
「GビズIDログイン」ボタンをクリックします

GビズID認証画面に進みます
※GビズID認証方法は【GビズID認証】マニュアルを参照
してください
※GビズID認証完了後、マニュアルP.23へお進みください

GビズIDを利用しない手続きに戻りたい場
合は「戻る」ボタンをクリックます

申請内容登録画面に戻ります
※マニュアルP.17に戻り、GビスIDを利用しないを
選択してください

[GビズIDを利用する]を選択した場合

GビズIDを取得したい場合は予め、
GビズIDのサイト（https://gbiz-
id.go.jp/top/）からGビズIDを
取得してください
※利用できるアカウント種別はプライムとメ
ンバーのみです

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K00000AmzL6QAJ
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

23

事前相談登録

事業実施体制図を入力します。
入力方法は【事業実施体制図】マニュアルを参照してください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AysE5YAJ


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

24

事前相談登録

関係法令手続状況報告書を入力します。
入力方法は【関係法令手続状況報告書】マニュアルを参照してください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000BFS44YAH
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000BFS44YAH
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000BFS44YAH
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000BFS44YAH


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

書類添付画面で必要な書類のアップロード及び説明会概要報告書出力を行います
（アップロード方法はP.26参照）
（説明会概要報告書出力方法はP.27参照）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

添付をする書類の「ファイルを選択」
ボタンをクリックします

[ファイルのアップロードウィンドウ]が開きます

１

添付するファイルを選択し「開く」
ボタンをクリックします

「参照」ボタンの横にファイル名が表示されます
※ファイル形式は[PDF]又は[ZIP]にして下さい
※ファイルサイズは10MB以下にして下さい

２

３

「アップロード」ボタンをクリックします

ファイルがアップロードされます
※ファイルを選択後は必ずアップロードしてください
※アップロードせずに他のファイルを選択しアップロード
するとアップロードしていないファイルは削除されます
必ず1ファイルづつアップロードして下さい

アップロードされたファイルが表示されます
４

書類添付方法(例)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

27

事前相談登録

ポップアップが表示されますので、
「はい」ボタンをクリックします

ダウンロードを開始します。

概要報告書のダウンロードが実行されるので、
ファイルを保存してください

※ブラウザによっては、自動で保存されます
※「ポップアップがブロックされました」と表示された場合、マニュア
ルP.28を確認し、ポップアップブロック機能の解除を行ってくださ
い

「説明会概要報告書出力」
ボタンをクリックします

概要報告書.pdf

説明会概要報告書出力方法

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

28

事前相談登録

【申請書の保存・印刷時の注意点】
申請書の印刷には、「ポップアップ ウィンドウ」を利用しています。
ご利用のブラウザの設定によっては、「ポップアップ ブロック機能」により、申請書が印刷できな
い場合があります。
「ポップアップ ブロック機能」の解除方法をいくつかご案内いたしますので、お手数ですが設定
をお願いいたします。

<Chromeの場合>
①ポップアップブロックが設定されている状態で申請書の印刷を行うと、画面右上に「ポップア
ップがブロックされました」と表示されます。
②この表示部分をクリックすると詳細画面が表示されますので、表示されたURLをクリックいた
だくか、「サイト上のポップアップを常に許可する」を選択いただく必要があります。

※利用されているブラウザがマイクロソフト社のEdgeの場合、レイアウトが崩れるなどの
理由により、画面上の表示または印刷が正しく行われないことがありますので、一度ダウン
ロードを行った上で、Adobe社のReaderソフト(Adobe Acrobat ReaderDCソフト
ウェア：無料）を使用して表示を行い、印刷をしてください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談登録

必要書類のアップロード、説明会
概要報告書の出力を行った後、
「提出」ボタンをクリックします

注意事項が表示されますのでよくご
確認の上、問題なければ「はい」ボ
タンをクリックします

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

30

事前相談登録

仮登録後の説明会概要報告書提出の登録は完了となります。
順次審査が行われ審査結果に応じて以下のいずれかのメールが送られます。
・P.37（相談内容に不備がある場合）
・P.38（再エネ特措法に基づく説明会等の要件が充足していた場合）
・P.39（再エネ特措法に基づく説明会等の要件が不充足していた場合）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

31

事前相談検索

「提出一覧」ボタンをクリックします

事前相談の検索方法の手順です。
登録過程で中断したり、提出まで完了したものは本手順で
検索して内容の確認ができます。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談検索

「検索」ボタンをクリックします

検索条件を適宜入力して検索します。
検索条件はなしで検索することも可能です。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

33

事前相談検索

「参照」ボタンをクリックします

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

34

事前相談参照

入力した事前相談について参照できます。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

35

事前相談参照

内容を修正する場合は
「申請内容の修正」ボタンをクリックします
その後の登録方法は初回の登録時と同
様です。P.11～30を参照してください

審査の結果、不備となった場合、
取り下げまたは申請内容の修正が可能です。

事前相談を取り下げる場合は
「提出取り下げ」ボタンをクリックします
マニュアルP.36へ進みます
※一度取り下げると当該仮登録において
再度事前相談を行うことはできませんの
で十分留意してください

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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事前相談取り下げ

本当に取り下げてよい場合は
「取り下げ」ボタンをクリックします

取り下げ完了のメッセージが表示
されて完了となります

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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不備通知サンプル

事前相談の内容に不備がある際に送信されるメールのサンプルです。

メールタイトル：【重要】説明会事前相談の不備のお知らせ[再生可能エネルギー電子申請システム]

〇〇に事前相談いただいた件（提出管理番号：〇〇）につきまして以下のとおり不備がありますので、〇〇までに補正して
いただきますよう、お願いいたします。

＜不備内容＞

【注意事項】
＜共通＞
・資料には提出IDを必ずご記載ください。（提出IDの記載が無い場合は、資料として認められない場合があります。）
・資料の内容が判別できない場合は、郵送にて再送をお願いする場合があります。

以上

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら
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要件充足通知サンプル

事前相談確認の結果、
再エネ特措法に基づく説明会等の要件が充足していた場合に送信されるメールのサンプルです。

当該通知を受け取った場合は、適切な時期に時期②の説明会の情報を本事前相談を行った仮
登録情報を編集する形で追加登録していただき説明会を開催後、本登録を行ってください。

※仮登録を新規登録しないようご注意ください。
※仮登録の編集方法は【仮登録】マニュアルP.32～36を参照してください

メールタイトル：【重要】説明会事前相談の確認完了のお知らせ
 
〇〇様

先般、提出されておりました説明会事前相談に関しまして、確認が完了しましたので報告いたします。
事前相談の結果、再エネ特措法に基づく説明会等の要件が充足していることを確認しました。

提出ID：〇〇

以上

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR


説明会および事前周知措置実施ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施

ガイドラインはこちら

説明会および事前周知措置実施
ガイドラインはこちら

事前相談確認の結果、
再エネ特措法に基づく説明会等の要件を満たしていなかった場合に送信されるメールのサンプルです。
当該通知を受け取った場合は、時期①の説明会をやり直す必要がありますので、本事前相談を行っ
た仮登録情報を編集する形で追加登録していただき説明会を開催後、適切な時期に時期②の説
明会の情報も追加登録および開催の上、本登録を行ってください。

※仮登録を新規登録しないようご注意ください。
※仮登録の編集方法は【仮登録】マニュアルP.32～36を参照してください
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要件不充足通知サンプル

メールタイトル：【重要】要件不充足のお知らせ[再生可能エネルギー電子申請システム]
 
〇〇に事前相談いただいた件（提出管理番号：〇〇）につきまして、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の要
件を満たしていないことが確認されました。
引き続きFITFIPでの認定を希望する場合は、以下事項をご確認いただくとともに、当該ガイドラインを改めてご一読のうえ、
関係法令許認可に係る申請や環境影響評価手続の配慮書の作成を行う前に要件を満たした説明会の実施をお願いしま
す。

〇〇

【注意事項】
・事前相談の結果、説明会及び事前周知措置実施ガイドラインの要件を満たしていないことが確認されましたので、以降の
事前相談内容の修正・添付ファイルの変更等の操作はできません。
・引き続き再エネ特措法に基づく認定を取得することを希望する場合は、要件を満たした説明会の実施が必要となります。こ
の場合、現在の仮登録IDを編集する形で、次回説明会分を追加してください。なお、この説明会については、関係法令許
認可の申請や環境影響評価手続における配慮書の作成の前までに開催する必要があります。

以上

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AyrmKYAR
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